
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

橋梁点検結果 

 
 



 

 

橋梁点検結果 

点検結果 

（1）健全性の診断の区分 

橋梁点検結果より、健全性の診断の区分は9橋で判定区分Ⅰ（健全）、23橋で判定区分Ⅱ（予防

保全段階）となった。前回点検時の「第0044号橋」1橋における判定区分Ⅲ（早期措置段階）は、

対象となる損傷が補修されたため、判定区分が回復している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔健全性の診断の区分〕 

区  分 状      態 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措

置を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ず

べき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく

高く、緊急に措置を講ずべき状態。 
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23橋
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〔各橋梁の健全性の診断結果〕 

 

 

  

施設名 路線

道路橋名 路線名

1 新治橋 市道6-0006号線 2010 69.35 3 10.50 2回目以降 Ⅰ Ⅰ

2 新治橋歩道橋 市道6-0006号線 1964 68.70 3 2.80 2回目以降 Ⅱ Ⅱ

3 舟橋 市道8－0219号線 1972 8.40 1 4.70 2回目以降 Ⅱ Ⅱ

4 第0018号橋 市道6-0007号線 不明 7.30 1 5.10 2回目以降 Ⅱ Ⅱ

5 第0019号橋 市道8－1708号線 不明 5.30 1 4.60 2回目以降 Ⅱ Ⅱ

6 第0020号橋 市道8－1709号線 不明 7.30 1 4.60 2回目以降 Ⅱ Ⅱ

7 第0021号橋 市道8-1710号線 不明 7.30 1 4.60 2回目以降 Ⅱ Ⅱ

8 第0022号橋 市道8－1469号線 不明 5.70 1 19.00 2回目以降 Ⅱ Ⅱ

9 第0023号橋 市道7－0056号線 不明 5.30 1 5.70 2回目以降 Ⅰ Ⅰ

10 第0024号橋 市道8－1598号線 不明 6.00 1 4.70 2回目以降 Ⅰ Ⅰ

11 第0025号橋 市道8－1723号線 不明 6.30 1 4.60 2回目以降 Ⅱ Ⅱ

12 第0026号橋 市道8－1724号線 不明 6.30 1 4.60 2回目以降 Ⅱ Ⅱ

13 第0027号橋 市道8－1731号線 不明 6.30 1 4.60 2回目以降 Ⅱ Ⅱ

14 第0028号橋 市道8－1707号線 不明 12.50 1 4.60 2回目以降 Ⅱ Ⅱ

15 第0038号橋 市道8－1569号線 不明 6.80 1 4.70 2回目以降 Ⅱ Ⅱ

16 第0039号橋 市道8－1578号線 不明 6.10 1 4.70 2回目以降 Ⅱ Ⅱ

17 第0040号橋 市道8－1580号線 不明 6.10 1 4.70 2回目以降 Ⅰ Ⅰ

18 第0041号橋 市道6-0009号線 不明 6.60 1 11.80 2回目以降 Ⅱ Ⅱ

19 第0042号橋 市道8－2307号線 不明 6.50 1 3.70 2回目以降 Ⅱ Ⅱ

20 第0043号橋 市道8－1885号線 不明 6.40 1 4.70 2回目以降 Ⅱ Ⅱ

21 第0044号橋 市道8－1880号線 不明 6.30 1 2.25 2回目以降 Ⅲ Ⅰ

22 第0045号橋 市道8－1879号線 不明 7.90 1 3.60 2回目以降 Ⅱ Ⅱ

23 第0046号橋 市道8－1667号線 不明 8.60 1 12.00 2回目以降 Ⅱ Ⅱ

24 第0047号橋 市道8－1738号線 不明 10.40 1 4.60 2回目以降 Ⅱ Ⅱ

25 第0048号橋 市道8－1740号線 不明 10.40 1 4.60 2回目以降 Ⅱ Ⅱ

26 第0049号橋 市道8－1212号線 1986 3.50 1 5.80 2回目以降 Ⅱ Ⅱ

27 第1020号橋 市道1273号線 1991 5.40 1 4.20 2回目以降 Ⅱ Ⅱ

28 第0074号橋 市道8－1242号線 不明 8.00 1 4.20 2回目以降 Ⅰ Ⅰ

29
第0073号橋
(第9006号橋) 市道8－1227号線 不明 9.20 1 4.20 2回目以降 Ⅰ Ⅰ

30 第9007号橋 市道8－1228号線 不明 9.60 1 4.20 2回目以降 Ⅰ Ⅰ

31 第0032号橋 市道8－1228号線 不明 10.00 1 4.20 2回目以降 Ⅰ Ⅰ

32 第0033号橋 市道8－1228号線 不明 10.00 1 4.40 2回目以降 Ⅱ Ⅱ
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１．健全性の評価
　    橋梁の健全性の評価として、 告示に基づく健全性の診断の区分及び想定する状況における各構成要素の状態を、表としてまとめたものを以下に示す
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十三塚橋 市道8-2275号線 60.55 6.50 PC斜材付π型ラーメン橋 常磐自動車道 1981 45 Ⅰ

1981 45 Ⅱ
NA

NA NA NA NA NA

Ⅱ

NA NA

有

下志筑橋 市道6-0002号線 51.70 6.50 PC斜材付π型ラーメン橋 常磐自動車道 有1981 45 Ⅱ
A A NA

NA NA NA NA NA

－ －

A A NA NA NA NA
有松延橋 市道8-2426号線 59.75 5.00 PC斜材付π型ラーメン橋 常磐自動車道 1981 45

健全性の診断の区分

区　分 定　義 区 分

Ⅳ 緊急措置段階
道路橋の機能に支障が生じている，又は生じ
る可能性が高く，緊急に措置を講ずべき状態

S2

NA

詳細調査を行う必要はないが，異常の進行の可能性の見立てについて特に観察を継続することで，橋の性能の推定や措置の内容や必要性が変わり得ると判断できる状態追跡調査の必要性がある

対象なし

Ⅲ 早期措置段階
道路橋の機能に支障が生じる可能性が
あり，早期に措置を講ずべき状態

M

S1

Ⅰ  健　全 道路橋の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
道路橋の機能に支障が生じていないが、
予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい状態

A

B

C

E

維持工事等での対応が必要となる 当該部材・部位の機能を良好な状態に保つため，損傷や不具合の種類と規模，発生箇所を考慮して，道路毎に日常の維持行為の中で早急に対応する必要性がある状態

（Ａ）,（Ｃ）いずれでもない状態

安全な通行が確保できず通行止めや大幅な荷重制限などが必要となる状態

安全で円滑な交通の確保，沿道や第三者への被害予防を図るため，損傷の発生している部材・部位とその程度，周囲の状況を総合的に考慮した結果，緊急対応の必要性がある状態

想定する状況（活荷重，地震，豪雨・出水）がそもそも想定されない架橋条件や地理的条件の場合

耐荷性能の推定の凡例と解説

構造安全性、走行安全性及び第三者被害のおそれなどについて、定期点検時の見立てとして、何らかの変状が生じる可能性は低い状態

致命的な状態となる可能性がある

緊急対応が必要となる

何らかの変状が生じる可能性は低い

解　説橋の耐荷性能の推定

致命的な状態となる可能性は低いものの何らかの変状が生じる可能性がある

原因の確定などの詳細な調査を行うことで，橋の性能の推定や部材群毎の措置の内容や必要性が変わり得ると判断できる状態詳細調査の必要性がある
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